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◆ 運行管理者 一般・基礎講習(対面) 
１-1．一般講習 対象者：①運行管理者に選任されている方（２年度に１回）※年度は４月～翌年３月末 

②今年度新たに運行管理者に選任された方 ※原則年度内に受講義務 

 

日 程 場 所 実施機関 

6/13 (土) 松阪SC ヤマト･スタッフ･サプライ㈱ 

6/16 (火) メッセウイングNHW 自動車事故対策機構 

6/19 (金) 北部SC（四日市） ヤマト･スタッフ･サプライ㈱ 

7/2６ (日) 尾鷲研修センター ヤマト･スタッフ･サプライ㈱ 

7/29 (水) ほめちぎる教習所伊勢 ほめちぎる教習所伊勢 

8/12 (水) 自動車事故対策機構 自動車事故対策機構 

8/13 (木) 自動車事故対策機構 自動車事故対策機構 

8/27 (木) 自動車事故対策機構 自動車事故対策機構 

9/5 (土) 伊賀ＳＣ ヤマト･スタッフ･サプライ㈱ 

9/1３ (日) 北部SC（四日市） ヤマト･スタッフ･サプライ㈱ 

9/17 (木) メッセウイングNHW 自動車事故対策機構 

9/18 (金) メッセウイングNHW 自動車事故対策機構 

10/7 (水) 北部輸送サービスセンター 自動車事故対策機構 

10/8 (木) 北部輸送サービスセンター 自動車事故対策機構 

10/9 (金) 北部輸送サービスセンター 自動車事故対策機構 

11/6 (金) 北部輸送サービスセンター 自動車事故対策機構 

2/4 (木) 自動車事故対策機構 自動車事故対策機構 

2/25 (木) 自動車事故対策機構 自動車事故対策機構 

3/5 (金) 北部輸送サービスセンター 自動車事故対策機構 

１-２．基礎講習 対象者：①運行管理の補助業務を行う場合（補助者に選任する場合） 

②運行管理者試験を受験する方 ※受験資格は１年以上の実務経験又は基礎講習修了 

２．受講の申込み・予約状況の確認は各講習実施機関のホームページからお願いします。 
（右記QRコードからも申し込み出来ます） 

独立行政法人自動車事故対策機構 三重支所  

お問合せTEL ０５９－３５０－５１８８ 

https://ks-yoyaku.nasva.go.jp/ 

 

ヤマト･スタッフ･サプライ㈱              お問合せTEL 052－228－9770 

https://www.y-staff-supply.co.jp/ 
HOME ＞ サービス紹介 ＞ 安全教育支援サービス ＞ 運行管理者等指導講習(一般又は基礎) 

 

ほめちぎる教習所伊勢 

お問合せTEL ０５９６－２３－１１５５ 

https://safety-nanbu.com/ 

 

 

日 程 場 所 実施機関 

6/17(水)～6/19(金) メッセウイングNHW 自動車事故対策機構 

6/24(水)～6/26(金) ほめちぎる教習所伊勢 ほめちぎる教習所伊勢 

7/1(水)～7/3(金) 四日市商工会議所 自動車事故対策機構 

12/2(水)～12/4(金) メッセウイングNHW 自動車事故対策機構 

1/20(水)～1/22(金) 北部輸送サービスセンター 自動車事故対策機構 
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◆ 運行管理者 一般・基礎講習 (オンライン) 

従来の対面方式の講習に加え、自動車事故対策機構(ナスバ)・ヤマト･スタッフ･サプライ㈱では、ｅラ

ーニング方式によるオンライン講習をおこなっております。PCやタブレットなどの端末を使用し、自

宅や職場などで自由な時間に受講できます。 

〔受講申込みから受講完了までの流れ〕 

 

1.２０２６年度 講習日程  

自動車事故対策機構 eナスバ 【一般講習・基礎講習】  

開催月 申込期間 受講期間 受講時間 

８月 ６月 ８日(月)～７月 ６日(月) ８月 １日(土)～３０日(日) 
一般講習：５時間 

基礎講習：１６時間 
９月 ７月 ７日(火)～８月 ４日(火) ９月 １日(火)～３０日(水) 

１０月 ８月 ５日（水）～９月 ６日(日) １０月 １日(木)～３０日(金) 

 

ヤマト･スタッフ･サプライ㈱ オンライン講習 【一般講習・基礎講習】 

開催月 講習可能期間 受講時間 

6月 

受付中 

予約時に選択された、「受講開始日」より 

30日間受講可能 

一般講習：５時間 
 

基礎講習：１６時間 

 

２．受講の申込み ホームページから （右記QRコードからも申し込み出来ます） 

自動車事故対策機構 指導講習グループ            TEL 0３-５６０８-７６４１ 

https://www.nasva.go.jp/fusegu/elearning_kojin.html 
HOME ＞ 講習のご案内 ＞eラーニング（ｅナスバ）【運行管理者等指導講習】 

 

ヤマト･スタッフ･サプライ㈱                    TEL 0５２-２２８-９７７０ 

https://www.y-staff-supply.co.jp/ 
HOME ＞ サービス紹介 ＞ 安全教育支援サービス ＞ 運行管理者等指導講習 

(オンライン講習一般又は基礎) 
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◆ 整備管理者 選任後・選任前 研修 (対面) 

１-1．選任後研修  対象者：整備管理者に選任されている方（２年度に１回） ※年度は４月～翌年３月末 

 

１-２．選任前研修  対象者：整備管理者に選任する予定の方 

 ※整備士資格の無い方を選任する場合は、選任前研修の受講と２年の点検整備経験が必要 

日 程 場  所 申込受付期間 

9 月 30 日 (水) メッセウイングみえ（津） 9/14～9/22 までにメールで申込書を送信 

10 月 28 日 (水) メッセウイングみえ（津） 10/5～10/13 までにメールで申込書を送信 

令和 9 年 1 月 19 日 (火) 北部ＳＣ（四日市） R9/1/4～1/12 までにメールで申込書を送信 

 

２．受講申込書 三重県トラック協会ホームページから申込書をダウンロード ⇒ メールで送信 

◆ 申込書ダウンロード 

https://santokyo.or.jp/members/unkoukanri_seibikanri/koshu/ 
三重県トラック協会HOME ＞ 会員の皆様へ ＞ 運行管理者・整備管理者 ＞ 整備管理者はこちら 

◆ メール送付先 ：三重運輸支局 整備・保安（研修種別で異なります） 

選任【後】研修  cbt-mie-seikanato@ki.mlit.go.jp 

選任【前】研修  cbt-mie-seikanmae@ki.mlit.go.jp 

 

３．講習に関するお問合せ 三重運輸支局整備・保安 TEL 059-234-8411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 場  所 申込受付期間 

7 月 15 日 (水) 三重県総合文化センター(津) 6/29～7/6 までにメールで申込書を送信 

8 月 7 日 (金) 北部ＳＣ（四日市） 7/21～7/28 までにメールで申込書を送信 

9 月 9 日 (水) 北部ＳＣ（四日市） 8/24～8/31 までにメールで申込書を送信 

11 月 24 日 (火) 北部ＳＣ（四日市） 10/26～11/2 までにメールで申込書を送信 

12 月 9 日 (水) 三重県総合文化センター(津) 11/16～11/24 までにメールで申込書を送信 

12 月 22 日 (火) 北部ＳＣ（四日市） 12/7～12/14 までにメールで申込書を送信 
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◆ 令和８年度 第１回 運行管理者試験のご案内 
 

試験期間 令和８年 ８月８日(土)～9月６日(日) 

受験資格 

次の①、②いずれか 

① 運行の管理に関し、１年以上の実務経験がある方 

② 平成７年４月１日以降の 運行管理者基礎講習を修了した方 

※または基礎講習修了予定者（令和８年７月２９日迄に修了のこと） 

※平成２７年１月以降の基礎講習は、「貨物」の基礎講習に限る 

受験申請期間 令和８年 ６月１５日(月)～ ７月１５日(水) の期間内で、試験日と会場を選択 

受験申請方法 

インターネット申請のみ （書面申請はできません) 

※申請に必要な書類は、スキャン画像 又は スマホ・デジカメ等で撮影した画像のア

ップロードによる申請となります。 

※申請時に「メールアドレス」が必要です。受験会場の予約や受験手数料の支払いを

行なうためのＣＢＴ専用サイトがメールで案内されます。 

試験方法 各地に設けられるテストセンターにおいて、パソコンを使用し受験（ＣＢＴ試験） 

受験手数料 ① 新規受験申請 ６,６６０円  ② 再受験申請 ６,８６０円 

 

詳細は、試験センター ホームページをご確認ください。https://www.unkan.or.jp/ 

 

◆ 運行管理者試験・対策講座     トラック協会 会員限定 
運行管理者試験の受験対策勉強会です。受験にしっかり備えるための会員様限定講座です。 

講座はヤマト・スタッフ・サプライ㈱が担当します。 

 

四日市 津 

令和８年８月1日(土) 

９：００～１８：３０ 

 

三重県トラック協会(四日市) 

北部輸送サービスセンター 

四日市市新正4丁目8-8 

TEL ０５９－３５３－４５２２ 

令和８年７月2５日(土) 

９：００～１８：３０ 

 

三重県トラック協会（津） 

研修センター 

津市桜橋3丁目５３－１１ 

TEL ０５９－２６９－５１３０ 

 

申込み方法：先月発送のご案内をご利用ください。 

お手元にない場合は、お電話いただければFAXで申込用紙をお送りします。 

 

三重県トラック協会 TEL：０５９－２２７－６７６７  FAX：０５９－２２５－２０９５ 
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◆ グリーン経営認証取得講習会を開催します 
 

既に FAX でご案内させていただいておりますが、グリーン経営に関する具体的な取組み手法と認証の申請

手続きをサポートする講習会を開催いたします。今年度認証取得をお考えの会員様、既に取得済みで今年度

更新にあたっている会員様向けの講習です。ご参加下さいますようお願い申し上げます。 

 

日時： 6 月 23 日（火） 13:30～17:00 

 

会場：三重県トラック会館 

津市栄町 1 丁目 941  TEL : 059-227-6767 

講師：（公財）交通エコロジー・モビリティー財団 
 

内容：グリーン経営の意義・スケジュール計画作成・社内取組み手法・ 

    書類作成・整理方法・認証申請について 
 

持参するもの：筆記用具 

 

グリーン経営認証とは 

主に中小規模事業者でも継続的に環境負荷低減へ取り組めるよう支援することを目的とし、運輸・倉庫

などの事業者が「グリーン経営推進マニュアル」に沿って一定水準以上の環境配慮の取組みを行ってい

ることを審査し認証・登録する制度です。 

 

参加お申込みは既にお送りしている FAX でお申込みください。 

お問い合わせ 業務部 TEL : 059-227-6767 

 

◆ 夏の交通安全県民運動  ７月１１日(土)～２０日(月) 

夏の交通安全県民運動が実施されます。  

会員様各社の乗務員様への適切な指導により、安全運行が行われますよう展開をお願いします。 

夏の交通安全県民運動 

期間 ７/１１（土） ～ ２０（月） までの １０日間  

７/１１（土） は 「交通安全の日」です 

  運動重点    

１． こどもと高齢者の事故防止 
２．飲酒運転や「ながらスマホ」等の悪質・危険な運転の根絶 
３．横断歩道における歩行者優先の徹底 
４．シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 
５．自転車等に関する交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメット着用促進 
 

 

 
やさしさが安全つなぐ三重の道～歩行者のハンドサインは赤信号～ 
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◆ 理事会及び交付金運営委員会の開催報告 
  ・一般社団法人三重県トラック協会 理事会 及び 交付金運営委員会 が開催されました。 
 

     日時 令和８年５月２０日（水）１４：００～     出席：理事１８名／２４名中、監事２名／２名中 

                            オブザーバー：青年部会２名 女性部会２名 

・議長となる小林会長は下記の挨拶を行ったのち議案の審議に入った。 
 

理事会出席のお礼の後、本日の理事会では、６月１７日に開催する令和８年度通常総会に提出する議案を中

心に審議いただく。総会当日は、役員改選期でもあり、限られた時間内でのスムーズな議案審議が必要とされ

ることから、総会では予め通知した事項のみの決議とさせていただく。議事の円滑な進行にご協力頂きたい。

と述べ、開会の挨拶をおこなった。 

・協議事項 ・報告事項 

（１）近代化基金 融資制度 第２次融資推薦 ①三重県トラック運送事業政治連盟 令和７年度収支報告 

（２）三重県トラック協会 令和８年度通常総会議題 ②自由民主党三重県トラック支部 令和７年度収支報告 

（３）運転者表彰規程に基づく被表彰者候補 ③協会長・専務理事の職務執行状況 

（４）令和８年度 通常総会開催要領 ④その他 

（５）陸災防 令和８年度通常総会議題  

（６）令和８年度 助成金交付要綱の変更  

  

・議事内容の説明と理事の意見発言の後、トラック協会、陸災防とも議案全てが承認されました。 

 なお、特記報告事項はありません。 

 

◆ 新規入会会員のご紹介 
 

 

 

 

◆ 会員の所在地・名称変更等 
 

名簿P 支部 会員名 変更内容 

P2 桑員 (株)愛成商事 退会 

P3 桑員 （株）ＯＤＬ 代表者/ 小田 功 

P5 桑員 (有)桑員トラック 代表者/ 由原 祐一 

P2 桑員 伊藤運送(株)  四日市営業所 支部/ 北勢支部へ 

P39 鈴鹿 センコー(株) 代表者/ 辻田 和浩 

P52 津 大興ロジスティクス(株) 
TEL/ 059-254-6626 

FAX/ 059-254-6637 

P62 松阪 セーフティ運輸(株) 
住所/ 〒515-2112 

松阪市曽原町2291番地 ベジフル物流(株)内 

 

会員名 (株)岡田 TEL 0598-67-9235 

代表者名 岡田 憲一 FAX 0598-67-5294 

支部 松阪支部 規模 5両6名 

所在地 〒515-0011   松阪市高町465-5 

会員名 (株)やなぎ TEL 0598-38-3875 

支部 松阪支部 FAX 0598-38-3876 

所在地 〒519-2181  多気郡多気町相可1064-1 規模 8両8名 

会員名 (株)将運 TEL 090-3380-7079 

代表者名 山下 将二 FAX 0597-32-3131 

支部 紀北支部 規模 5両3名 

所在地 〒519-3408  北牟婁郡紀北町便ノ山1091 
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◆ 202６年度 安全性優良事業所(Ｇマーク)の申請について 

運送事業者の安全性向上への取組みを評価して公表する「貨物自動車運送

事業安全性評価Ｇマーク」利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくす

るとともに､事業者の皆様全体の安全性の向上に対する意識を高めていただ

くための認定制度です。 

 １．申請案内   202６年度の安全性優良事業所(Ｇマーク)の申請案内 

全日本トラック協会ホームページ公開中です。 

※ Ｗｅｂ申請システム稼働期間：６月1日(月)～７月14日(火) 

 

 
 

２．申請受付期間    7/1(水)～1４(火) 土・日・祝日は除きます 

・受付は「本部(津)」と「北部ＳＣ(四日市)」の２ヶ所でおこないます。 

・更新Ｂ・Ｅ、６回目更新申請の ＷＥＢ申請は７／１４（火）まで。 

 ３． 認定基準と評価項目   

認定基準「１００点満点中８０点以上」をクリアした事業所を「安全性優良事業所」として認定していま

す。各項目でも基準点以上が必要です。 

１．安全性に対する 

法令の遵守  

（配点40点） 

（基準点数32点）  

・地方実施機関の巡回指導結果 

・運輸安全マネジメント取組状況  

２．事故や違反の状況  
（配点40点）  

（基準点数21点）  

・重大事故 

・行政処分状況  

３．安全性に対する 

取組の積極性  

（配点20点） 

（基準点数12点）  

・安全対策会議の実施、運転者の教育 

法定基準以上の取組  

 

 ４． その他要件   

認可届出事項の遵守や社会保険等の加入が適正になされているなど 

 

◆ 安全性優良事業所認定「Gマーク」 申請説明動画配信 
 

全日本トラック協会で行われる説明会を YouTube配信 でご覧ください。 

＜YouTube配信＞ 随時視聴いただけます 

全ト協トップページ ＞ バナー「貨物自動車運送事業安全性評価事業（Gマーク制度） 

> 1.認定事業者の皆様へ（または２．認定を目指す皆様へ） ＞ ⑤Gマーク更新手続き

(または①申請のご案内) ＞ 申請説明動画配信 

〈配信内容〉 

① 制度の説明web申請について ②～⑥安全性に対する取組の積極性 

申請案内冊子をご希望の場合は、６／３０(火)まで配布をしています。 

ご希望の方はご連絡ください(トラック協会本部、北部 SC でお渡し又は郵送) 
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◆  引越事業者優良認定制度「引越安心マーク」の申請について 
 

①引越事業者の安心・安全の見える化、②コンプライアンスの向上、③苦情やトラブルの防止  

を目的に、認定事業者には優良事業者の証として 「引越安心マーク」 が交付されます。 

今年度の「引越事業者優良認定」申請受付は下記のとおりです。 
 

申請書類の頒布 令和８年 5 月 1８日(月)～8 月３日(月)  
・申請書類は全日本トラック協会のホームページからダウンロードしてください 

・更新事業者には直接郵送されます 
 

申請受付期間   令和８年 7 月 1３日(月)～8 月３日(月)  <当日消印有効> ※郵送受付のみ 
 

【申請書類の送付先 及び 問合せ先】 
 

〒１６０-０００４ 東京都新宿区四谷３－２－５ 

公益社団法人 全日本トラック協会 

引越安心マーク担当 

 

ＴＥＬ ０３-３３５４－１０３８／ＦＡＸ ０３-３３５４-１０１９ 

メールアドレス：hikkoshi-ansin@jta.or.jp 

 

 

◆ 引越事業者優良認定制度 申請案内 YouTube説明動画 
 

申請案内の説明動画（YouTube）が、全日本トラック協会 HP に掲載されています。 

視聴時には、お手元に「申請案内」をご用意ください。 

＜配信＞ 全日本トラック協会 HP「引越事業者優良認定制度」 

＜内容＞ 引越事業者優良認定制度概要と申請方法について 

 

◆ ２０２6年度 引越講習の日程（基本講習・管理者講習） 

202６年度の引越講習は下記日程で開催予定です。 

受講希望の場合は、メールにて件名に「引越講習受講希望」と、申し込みの講習種別（基本、管理者）

を記載しお送りください。折り返し申込書をお送りします。 

メールアドレス  gyoumu＠santokyo.or.jp 

お問合せ先     上記メールまたは業務部 059-227-6767 までお願いします。 

引越 基本講習 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

日 時  令和 8 年９月 3 日(木) 1０:０0～1６:００ 

対象者 引越業務実務者 （受講済みの方の再受講可）         場  所 三重県トラック会館（津） 

引越 管理者講習 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

日 時  令和 8 年９月 4 日(金) 1０:０0～1６:００ 

対象者 引越基本講習の修了者 （３年以内毎の更新が必要です）   場  所 三重県トラック会館（津） 

 

 

三重県トラック協会 HP の上記バナーからも 

全ト協の該当ページにアクセス可能です。 
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◆ 不正改造車排除運動のご案内 ６月１日(月)～３０日(火) 

国交省及び自動車関係団体は、毎年６月を不正改造排除運動強化月間として、不

正改造車の排除に取り組んでいます。この期間中において自主点検票を使用し、

車両の点検実施をお願いします。（自主点検票の提出は必要ありません） 

 

１．重点排除項目 ――――――――――――――――――――――――――― 

(1)タイヤ及びホイール（回転部分）の車体外へのはみ出し  

(2)灯光の色や点灯状態が不適切な灯火器、回転灯等の取付け。保安基準装備義務の灯火器の取外し  

(3)前面ガラス、運転者席、助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付（可視光線透過率70%未満）  

(4)マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフラーの装着  

(5)大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等  

２．基本排除項目 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

(1)直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し  

(2)前面ガラスへの装飾板の装着  

(3)土砂等を運搬するダンプ車の荷台へのさし枠の取付け及びリアバンパ（突入防止 装置）の切断・取外し

(4)基準外のウイング（エア・スポイラ）の取付け  

(5)シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け  

(6)不正な二次架装 

 

 

不 正 改 造 防 止 自 主 点 検 票 

点 検 の 

実 施 日 
    年   月   日 

点 検 の 

実 施 者 

職 責  

氏 名  

事 業 者 名  

事 業 場 名  

点 検 事 項 点 検 内 容 
チ ェ ッ ク 欄 

適 要改善 

事業場関係

者の所有車

両等の状況 

不正改造車両の有無 

営業車両、社用車 無 
有

（   台） 

従業員車両 無 
有

（   台） 

その他 無 
有

（   台） 

不正改造防

止について

の事業場内

の管理体制 

事業場における運動実施責任者の選任状況   

社用車、従業員車両の定期的な確認   

不正改造の防止についての従業員に対する教育の実施状況   

休日・深夜等に事業場が無断使用されていないことの確認   

注 １．点検実施日現在の状況を確認し、その結果をチェック欄に「レ」で記入して下さい。 

２．点検については、事業場内において定期的に行うことをお奨めします。 
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◆ ２０２６年 安全宣言事業所を募集します!   <参加無料> 

ドライバー様に安全宣言の署名をしていただき、２００日間の 

無事故・無違反を達成しましょう！前ページの「チャレンジ 123」 
とセットで参加することにより安全意識は倍増します。 

参加特典もございますのでお申込みをお待ちしております。 

  

 

 

 
 

概 要 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

７月１日から１０月３１日の「チャレンジ 123」（１２３日）に、１１月１日から１月１６日の７７日を追加し、 

計２００日間、無事故・無違反を続けるチャレンジです。 

申込み方法 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

先月同封のカレンダーが安全宣言参加シートになりますので、署名欄に参加頂くドライバー様をご記入 

の上、シートをトラック協会（０５９－２２５－２０９５）へお送りください。 

申込み締切 ―――――――――――――――――――――――――――― 

令和８年６月３０日(火) トラック協会必着 

注 意 事 項 ―――――――――――――――――――――――――――― 

・事業所単位でのチーム制で、１枚１チームです。 

・参加人数の制限はありません。 

・ドライバー様の全員参加を前提にお願いします。社員数に応じ１２名未満もＯＫです。 

・枚数が不足の場合は、コピーしてご利用下さい。 

・無事故・無違反 200 日達成で表彰状を贈呈します （表彰はエントリーカレンダーのチームごとです）。 

実 施 方 法 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事故・違反の有無をカレンダーに記録してください。（無事故・無違反の申告は自主申告です。） 

●事故 → 軽微な物損事故で、損害額１万円以下は「事故なし」で記録します。 

●違反 → 交通違反による切符の交付の有無で「違反」の有無を判断し記録します。 

参 加 特 典 参加の皆様にもれなく参加記念品をプレゼント！――――――――――――――――― 

参加記念品・・・「トラッコぬいぐるみ」、「トラッコリフレクター」、その他オリジナルグッズ 

トラッコぬいぐるみ      トラッコリフレクター    ｼﾞｪｯﾄｽﾄﾘｰﾑ多機能ﾍﾟﾝ      クリップファイル   涼感マフラータオル 

 

 

 

 

 

 

記念品のお渡しについて・・・いずれかの参加記念品をお渡しします（７月中旬ごろご案内）。 

＊昨今の材料不足により、お渡しが遅れる場合があります。 

そ の 他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

・三重県トラック協会ホームページに「安全宣言事業所」として取り組みを掲載予定です。 

・安全宣言２００ｄａｙｓ と 三重県のチャレンジ１２３ は、別の取り組みですが両方の参加を推奨 

いたします（安全宣言２００ｄａｙｓ単独での申込みも可能です）。 

・カレンダーは両方に取組む方用にスタートから１２３日間の日程をあわせて作成しています。  

 

チャレンジ１２３ ＋ ７７days ＝ ２00days 安全宣言ラリー 
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◆ 一般指導教育eラーニング 配信サービス開始 
 

  ドライバー教育を支援 

ｅラーニング無料提供のご案内 
コンプライアンス向上と安全教育の負担軽減を目的に、一般ドライバーの年間指導教

育 e ラーニング（㈱キャブステーション「グッドラーニング!」を採用）の無料提供サービスを開始しま

す。国交省指導・監督指針に完全準拠した内容はじめ、現場で役立つ最新のコンテンツ

を多数収録しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

１ パソコン・スマホ・タブレットで個別指導、自由な時間に視聴 
  パソコン・タブレットで受講。スキマ時間を有効活用できます。ドライバーの個別視聴はもちろん、 

安全会議など全体指導にも利用でき、指導担当者の負担が大幅に軽減されます。 

２ 国交省指導・監督指針に完全準拠 
  年間に指導義務のある内容を網羅。 

   動画を１０分程度視聴することで、監査対策もバッチリ。 

３ マンネリ化させない教材、ヒヤリハット動画も豊富 
年間指導項目は毎年更新でマンネリ化しません。ヒヤリハット動画も豊富に収録。 

事故分析や最新のトレンド、法改正も即対応したプログラムにその都度アップデート。 

ｅラーニングのメリット「安全教育をもっと手軽に、もっと確実に」 

１ 別紙の「利用登録申込書」をＦＡＸ、またはメールに①②を記載しお申し込み下さい。 
   ①登録メールアドレス ②担当者名、連絡先 をお知らせ下さい。 

    メールでのお申し込みは kyouiku@santokyo.or.jp までお送りください。 

２ 受付後、ＩＤとパスワードを登録メールアドレスに送付します。 
   事業者毎にＩＤとパスワードを１つ配布します。届き次第すぐにご利用いただけます。 

お申し込み方法、利用は簡単！ 

 

協会提供の教材は「無料」でご利用いただけますが、 

①事業者毎にＩＤが１つの配布につき、複数での同時接続・視聴はできません。 

②指導教育実施記録の自動作成はできません。記録簿は各社で作成してください(書式あり)。 

正規版(有料)では①ドライバー毎にＩＤが付くため複数同時に視聴出来ます。②ドライバー毎の指

導教育実施記録の自動作成ができます。正規版は三ト協特別価格でご利用いただけます(ドライバ

ー１名あたり月 200 円程度。県内本社の会員に限る)。 

協会無料提供版と正規版の違い 
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◆ 指導教育教材 テーマ「雨の日の運転には注意」 

雨天時の安全運転術 

 

 降り始めこそ油断しない  

雨の降り始めは路面が非常に滑りやすいため、慎

重に運転しましょう。 

 昼間でもライト点灯  
物が見えにくくなったら他の車や歩行者からも

確認できるよう昼間でもライトを点灯しましょう。 

 歩行者心理を読む  
急な雨のため、左右の安全を確認せずに横断す

る歩行者がいます。歩行者の動きをチェック！ 

 豪雨時、アンダーパスは通行しない  
冠水したアンダーパスや地下トンネルでは、車が浸水して立ち往生する危険があります。 

 

注意！！ハイドロプレーニング現象 
雨中を走行すると、車がスキーのように滑走するハイドロプレーニング現象が発生する恐れがありま

す。この現象が発生すると、ハンドルやブレーキがまったく利かずに非常に危険です。すり減ったタイ

ヤ、空気圧が低いタイヤで発生しやすくなります。タイヤの溝をチェックし、空気圧を適正にして、スピ

ードを抑えて走行しましょう。 

 

短時間強雨の遅れがあるときは運転を控える 
下表は、気象庁のホームページに掲載されている「雨の強さと降り方」からの抜粋です。１時間に５０

ミリ以上の降雨量となる、いわゆる短時間強雨のときは「車の運転は危険」と表示されています。天

気予報などで気象情報をチェックし、短時間強雨の恐れがあるときは、不要不急の運転はできるだ

け控えるようにしましょう。               ※気象庁ホームページ「雨の強さと降り方」より抜粋 
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◆ 中部運輸局三重運輸支局優良事業所候補の推薦について 

中部運輸局三重運輸支局 令和８年度優良事業所等表彰 対象会員様を募集します。 

下記基準を満たす会員様のご連絡をお待ちしております。 

 

支局表彰基準(（１）、(２)のいずれかに該当する事業者) ―――――――――――――― 

(１) 安全対策への貢献（所定の期間において事故がない事業者） 

  ※「事故」とは三重県に使用の本拠があるすべての事業用自動車の事故で、有責となる第一当事者の 

自動車報告規則に該当する事故、無免許・飲酒運転事故、事故被害が大きく社会的責任を有する事故 

  無事故（事業用）期間 

車両数 無事故期間 車両数 無事故期間 

１０両まで ３年 ５１～100 両 ２年 

１１～３０両 ３年 １０１～３００両 １年 

３１～５０両 ２年 ３０１両以上 ６か月 

 

(２) 環境対策への貢献（低公害車（事業用）の基準以上の導入） 

低公害車(事業用)導入台数 

車両数 低公害車導入台数 車両数 低公害車導入台数 

９９両以下 ２両以上 １００両以上 保有車両の３％以上 

     

協会推薦基準(（１）、(２)、（３）、(４)のすべてに該当する事業者) ―――――――――― 

(１) 支局表彰基準を満たしていること 

(２) 事業開始後３年経過しており、その間正常に協会に加入していること 

（３） 次のいずれかに該当すること 

  ① 安全性優良事業所(G マーク)に認定されていること（本社又は統轄する営業所において取得して 

  おり、推薦の時期において有効であること） 

  ② ①以外の事業者は、適正化巡回指導において評価が A,B 又は C であり、法令に基づく申請届出 

    等適正に行われており、社会保険手続等が適正に行われていること。 

(４) 過去１年以内に支局表彰基準の事故等を惹起していないこと、かつ、事業に対して警告・車両停止・

資格の返納など命令を受けていないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰・推薦基準に該当する会員様からのご連絡をお待ちしております。 

連絡先(担当) 総務部 井ノ口  TEL ０５９－２２７－６７６７ 

（１）候補者調書など、提出いただく書類があります。折り返し送付いたします。 

提出書類の締め切りは７月１７日(金)です。お早めにご連絡ください。 

（２）表彰時期は、原則毎年１０月に行われます。 
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◆ 全日本トラック協会優秀運転者顕章候補の推薦について 

全日本トラック協会では、安全運転を心がける優秀な運転者に顕章を贈り

表彰しています。下記の選考基準に該当する運転者をご推薦いただきます

ようお願い申し上げます。 

各社の無事故･無違反の運転者が多く受章していただき、社会的な地位向

上につながればと願っています。 

※この顕章に推薦頂きますと、今後行われるトラック協会や国土交通省関係の表

彰の推薦対象候補者としてデータベースに登録させていただきます。 
 

「推薦書」にご記入頂きご推薦ください（記入例） 

氏名 

生年月日 
入社年月日（勤続年数） 

章の 

種類 

無事故・無違反期間 

年数 
運転免許証番号（１２桁） 備考 

みえたろう 

三重太郎 

昭３８年１月１日生 

自 平成１３年４月１日 

２5 年 

至 令和８年５月末日 

金 

銀 

自 昭 ・平 １３年４月１

日 

２5 年 

至  令和８年５月末日 

第 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 号 H２４年度 

銀賞 

 

 

 

 

 

過去の受賞など、ご不明の場合はお問い合わせください。 

お問合せ  総務部(担当：井ノ口) ＴＥＬ ０５９－２２７－６７６７  

提出先   〒５１４-８５１５ 津市栄町一丁目９４１ 三重県トラック協会 

提出締切  令和８年 ８ 月 ３ 日（月） 必着 でお願い致します。 

  全日本トラック協会優秀運転者顕章規程                           

人命を尊重し安全運転を心がける優秀な運転者が、無事故の誇りを持ち他の模範となるとともに、交

通道徳の高揚と安全意識の向上により社会的に寄与することを目的とする。 

 ＜選考基準＞ 

 １．現在、三重県内の事業所の運転者で、運転者であった期間を通算し次の各号に定める期間無事故・

無違反であること。（令和８年５月末日より遡って計算） 

顕章名 無事故・無違反期間 その他要件 

金十字章 満２０年以上無事故・無違反 
無事故・無違反開始：平成１８年６月１日以前 

トラック運送事業の運転者として１５年以上勤務 

銀十字章 満１０年以上無事故・無違反 
無事故・無違反開始：平成１８年６月２日から 

トラック運送事業の運転者として７年以上勤務 

  ２．次の要件以外とする。ただし、自己の責に帰すべき理由によらない事故は無事故とする。 

     （1）人身に係る事故を起こした者    （2）物損事故で損害額１万円を超える事故を起こした者 

     （3）事故または違反により罰金以上の刑に処せられた者 

  候補者を推薦される方（ご担当者様）へ   

  ◆ 候補者１名に対し、年１回・章１種類のみの推薦となります。 

  ◆ 過去に受章された方は、再び同種の章及び下位の章を受けることはできません。 

  ◆ すでに受章した章がある方は、章の種類と受章年度を備考欄にご記入ください。 

  ◆ 自動車安全運転センターの証明書は必要ありません。 

  ◆ 書類提出後、違反や事故をおこした場合には、直ちに当協会総務部まで連絡願います。 

入社年月日（勤続年数）は正確にご記入ください 

【記入の際の注意点】 

無事故・無違反期間と年数はＳＤ証明書の日付を参考にご記入ください。 
ＳＤ証明書の添付は必要ありません。 
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◆ 軽油価格調査のお願い （5月購入分） 

軽油価格調査にご協力をお願いします 

同封の調査用紙に「5 月購入分の軽油価格」をご記入いただき、6 月 23 日(火)までに 

ＦＡＸにてご返信いただきますようお願い申し上げます。 

皆様からいただいたデータを集計し、7 月の郵便物で結果をご案内いたします。 

 

 

◆ お昼の電話対応について 
 

平素より当協会の運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

トラック協会では、業務効率向上と職場環境改善の一環として、１２時～１３時の間、電話によるお問合せ業

務を休止させていただく事にいたしましたのでご案内いたします。 

トラック会館（津市栄町）と北部輸送サービスセンターで、当該時間にお電話を頂いた場合は、営業時間外で

ある旨の音声ガイダンスが流れますので、恐れ入りますが１３時以降にお掛け直しくださいますようお願い申

し上げます。 

皆様にはお急ぎの所、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

  【対応変更時期】：２０２６年６月２９日～  

 【対応変更場所】：トラック会館、北部輸送サービスセンター 

【電話休止時間】：１２時～１３時 

 
 

◆SASスクリーニング検査指定医療機関追加のお知らせ 
 

このたび新たに指定医療機関を追加しましたのでお知らせいたします。 
 

鈴鹿内科・呼吸器内科 
 

〒513-0816 鈴鹿市南玉垣町2852-3 

（スギ薬局玉垣店よこ） 

ＴＥＬ：059-373-6100  ＦＡＸ：059-373-6101 

 

申し込みをされる場合は、三重県トラック協会ホームページから様式１をダウンロードし必要事項をご記入のうえＦＡＸし

てください。 
 

◇携帯型の機械を使用して自宅で行う検査です。就寝前に鼻と指にセンサを装着し、睡眠中の無呼吸の回数・無呼吸に伴い体内の動

脈血の中に、酸素がどの程

度含まれているか（酸素飽

和度）の変化を調べます。 

来院時は問診のみとなり、

後日機器を郵送でお受け取

り下さい。 

 

 

 

 

診療時間 月 火 水 木 金 土 日祝 

9:00～13:00 ● ● － ● ● ● － 

15:00～18:00 ● ● － ● ● ● － 

検査方法 通常検査 再検査 

簡易ＰＧ検査 

検査料金 助成額 事業者負担 再検査料金 助成額 事業者負担 

5,400円 3,800円 1,600円 1回目料金に含むため無料 
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◆ 令和8年度各種助成事業について 

～６月１日から助成金の受付が始まりました～ 
 

同封の 「令和8年度助成事業一覧」 助成金冊子 

またはトラック協会ホームページをご確認ください。 

申請書提出前に必ず助成金申請における 

注意事項等を確認してください。 

 

ホームページから申請書類はダウンロード可能です。 

 

https://santokyo.or.jp/joseikin/ 

 

会員の皆様へ→各種助成金 をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成金のお支払いは直近までの協会会費を納めていることが条件です。 

未納会費の有無は総務部へお電話でご確認ください。 

《三ト協ホームページ内の助成金申請書等のダウンロード方法について》 

｢一括ダウンロードはこちら｣ をクリックしてダウンロード印刷する。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

またはＱＲコードから 

ご参照ください。 
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◆ 令和８年度 全ト協自家用燃料供給施設整備支援助成のご案内 

 
軽油供給施設の新設または軽油専用タンクの増設を行う場合に、その費用の一部を 
全日本トラック協会が助成します。 
 
【助成対象】 会員事業者・協同組合 【助成内容】 ①軽油タンクの新設 ②増設・増設を伴う代替 
 
令和８年4月1日～令和９年2月2６日までに市町村(各市町村地区消防組合等)より危険物取扱所の
完成検査済証の交付を受け、支払を完了するもの 
ただし、交付申請は１施設・１基１回限り（新設か増設のどちらかのみ） 
また、過去に同事業による助成金を受けた会員と協同組合・連合会は対象外となります。 

 

 ① 新設 ② 増設・増設を伴う代替 

助成金額 100万 30万 

危険物取扱所設置許可書 設置許可書 変更許可書 

注    意 
貯蔵する油種のうち 

軽油が１／２であること 
軽油の貯蔵量が増設前と 

比べて増加すること 

 
【申請期間】 令和８年８月３日（月）～令和８年１０月３０日（金） ※予算に達し次第、受付終了 

 
【申請の流れ】  市町村より設置許可交付 → 工事施工契約 → 助成金申請 → 全ト協から 
交付決定通知 → 市町村より完成検査済証交付 → 実績報告提出 → 助成金交付 

 
【申請書類】 (提出部数1部) ※会員事業者と協同組合・連合会では一部様式が異なります 
 

助成金 
申請時 

① （様式１）助成金申請書 ※協同組合は（様式３） 
② 工事請負契約書（写）または注文書・注文請書（写）または割賦販売契約書（写） 
③ 危険物取扱所の設置（または変更）許可申請書（写）及び設置（または変更）  

許可書（写） 
④ （様式４）大規模災害時における緊急輸送車両への燃料供給に係る誓約書 

実績報告時 

① （様式６－１）実績報告書 ※協同組合は（様式６－３） 
② 施設整備に伴う図面（全体の概要図・平面図・立面図・所在地の記載を含む  

周辺地図） 
③ 工事費用請求書及び明細書（写） 
④ 対象経費の支払いが完了していることを証する書類（領収証・賦払金支払明細

表（写）など） 
⑤ 危険物取扱所の完成検査済証（写） 
⑥ 工事施工前・施工中・完成後の写真（それぞれ施設全体が把握できる写真） 

 
申請用紙については、下記ホームページからダウンロードしてください 
 全ト協 令和８年度 軽油供給施設   →   検索   
https://jta.or.jp/member/shien/keiyu_kyokyushisetsu202６.html 
 
 

【提出先】  会員は三ト協へ提出  三重県トラック協会 総務部 TEL ０５９－２２７－６７６７ 

          組合は直接全ト協へ提出  全日本トラック協会経営改善事業部 TEL ０３-３３５４-１０５６ 
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◆令和８年度 全ト協補完・燃料費対策融資制度のご案内 
全日本トラック協会では事業規模が1億円以上の大規模投資を行う際や、三重県トラック協会の近代化融資制

度で限度額を超えて車両の導入を行う際に、利子補給を行うことにより低金利で設備投資資金の融資が受け

られる融資制度を設けています。 

 

【融資対象】 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 までに実施するもの 

補完融資 投資金額が1億円以上の下記資金  
① トラックターミナル・配送センター等の物流施設の整備に要する資金 

a 近代化・合理化のための事務機器等の設置購入資金 

b 設備の「補修・改修」資金 

② 人材確保及び生産性向上のための設備 

a 福利厚生施設の整備資金 

b 荷役機器購入資金 ※車両購入及び改造は除く 

燃料費対策融資 
三重県トラック協会の限度額3千万円を使用（申込）済みの会員 

① a ポスト新長期規制適合車又は平成28年排出ガス規制適合車で、 

平成27年度燃費基準を達成した車両 

b 車両識別記号がＴ，Ｓ，Ｑ、２等から始まる車で２桁目がＣ,Ｄ以外の車両 
     ※融資対象は車両代（税込）のみ。登録諸費用等は対象外。 

②自家用燃料供給施設整備に必要な資金 

 
【融資条件等】※１ 

種類 補完融資 燃料費対策融資 

予算 ３０億円 ４０億円 

融資利率 ３．０５％（R８.６．１現在） 

利子補給率 
Ｒ８年9月末提出分：１．０％   Ｒ８年10月以降提出分：8月に決定 

（全ト協への提出日） 

償還期間 １０年以内 
車両         ５年以内 

自家用燃料供給施設    ８年以内 

公募期間※２ ６月１０日（水） ～ １１月２７日（金） ７月１日（水） ～ ９月３０日（水） 

限度額 投資額の３０％以内（上限５億円）※３ ２千万円 

※1 商工中金へ出資している組合へ加入（未加入の場合は加入予定）が必須 

※2予算に達し次第終了 

※3 投資額の３０％が５千万円未満の場合は５千万円 

 

【申し込み】 下記URLより申込書類一式をダウンロードし、必要事項をご記入・ご捺印のうえ 

申込書記載の添付書類を添えて三重県トラック協会へご提出ください。 

補完融資： https://jta.or.jp/member/shien/r0８hokan.html 

燃料費対策融資： https://jta.or.jp/member/shien/r0８nenryo.html 

 

 

 
お問い合わせ先： 三重県トラック協会 総務部 TEL：059-227-6767 
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三重県では、働き方を見直し、誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組んでいる企業等の優れた
取組を県内に広め、地域社会全体での「ワーク・ライフ・バランス」、「働き方改革」の取組推進に
つなげることを目的に、「みえの働き方改革推進企業」（愛称：みえワク）登録・表彰制度を実施し

ています。県内企業の皆様のご応募をお待ちしています！ 

 
三重県 雇用経済部雇用対策課 働き方改革・人材育成班 

〒５１４－８５７０ 三重県津市広明町１３番地 三重県庁８階 

☎ＴＥＬ：０５９-２２４-２４５４ ／ 📠ＦＡＸ：０５９-２２４-３０２４ 

📧メール： koyou@pref.mie.lg.jp 

＊詳細は三重県ホームページをご覧ください＊ 

検索 みえ 働き方改革 登録 

募集期間：令和８年４月８日（水）から７月３１日（金）まで 

令和８年度版 

「みえの働き方改革推進

企業」（みえワク企業）の 

登録企業を募集します！ 

    

３つ星目指してステップアップ！ 

登録企業は取組を後押しする三重県働き方改革推進

奨励金（令和８年１０月１日（木）受付開始予定）を

利用できます！ 

 

登録・表彰の流れ 

■４～７月 

・今年度の登録企業募集 

↓ 

・県による審査 

↓ 

■１０月１日（予定） 

・登録企業決定、公表 

↓ 

・今年度の登録企業から 

表彰候補選定、調査 

・選考委員会による選考 

・表彰企業決定、公表 

・表彰式 

↓ 

■翌年１０～１１月 

・登録後の取組状況確認 



 

 

＊労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の関係法令を遵守している 

〇働く環境の改善 

・テレワーク等、多様な勤務体制を導入し、活用されている 

・所定外労働時間の削減や、年次有給休暇取得促進のための取組を行っている 

・従業員の幅広い要望を聞く機会やスキルアップのための制度を設けている 

〇誰もが働きやすい職場環境づくり 

・「女性」「高齢者」「障がい者」「若年者」等、誰もが働きやすい職場づくりを行っている 

〇出産・育児・介護、その他、家庭生活と仕事を両立させる制度の整備 

・育児・介護に関わる休暇・休業の日数等が法律で定められた期間を上回っている 

・育児・介護中の従業員が、性別にかかわらず休暇等の制度を利用しやすい工夫を行っている 

〇各種制度への参画、届出等（障がい者雇用推進企業ネットワーク、一般事業主行動計画等） 

〇わが社の働き方改革宣言（重点的に取り組もうとする項目の宣言）【必須】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※各制度の詳細や利用条件についてはホームページ（上記 2 次元コード、または「みえ 働き方改革 登録」で検索）
に掲載の所管部署にお問い合わせください 

 

◆これまでの知事表彰企業（直近３年） 

年度 企業名（◎ベストプラクティス賞、〇グッドプラクティス賞、・奨励賞、☆テーマ賞） 

R7（2025） 

◎株式会社ミツイバウ・マテリアル 

〇東海住電精密株式会社 

・シンフォニアテクノロジー株式会社伊勢製作所 ・名張近鉄ガス株式会社 

☆ソルバ株式会社（ジェンダーギャップ解消取組賞）☆河村産業株式会社（若者が働きやす

い職場賞） 

R6（2024） 

◎株式会社富士製作所 

〇株式会社ゴーリキ 

・日本トランスシティ株式会社 ・四日市合成株式会社 

☆三重電子株式会社（休みやすい職場賞）☆株式会社中田商事（女性が働きやすい職場賞） 

R5（2023） 

◎株式会社山下組 

○株式会社百五銀行 ○東海住電精密株式会社 

・中部電力パワーグリッド株式会社 三重支社 

 

（１）県のホームページ、広報紙等により企業名や先進的な取組を広く紹介します。 

（２）シンボルマークを利用できます。自社の広報での活用によりイメージアップ等が期待されます。 

（３）各種研修や合同企業説明会への出展募集など、役立つ情報をメールにて提供します。 

（４）各種助成金・貸付金が利用できます。（※利用には別途条件があります。） 

 ・より働き方改革の取組を進めるための「働き方改革推進奨励金」の支給 

 ・三重県中小企業融資制度における、「経営向上サポート資金(働き方改革扱い)」の融資 

 ・三重県企業投資促進制度における、県内操業企業への再投資支援の補助金への上乗せ 

（５）県の建設工事における総合評価方式において、加点の対象となります。 

（６）「みえの企業まるわかり NAVI」の掲載企業は、登録・表彰企業であることを記載します。 

（７）特に優れた取り組みは表彰され、周知の機会が増えます。 

（ 

令和８年度「みえの働き方改革推進企業」登録基準の一部 

登録・表彰によるメリット 

 




